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11 月 20 日（月）に衆議院で可決された「国立大学法人法の一部を改正する法律案」は、可決にあ

たり 13 もの附帯決議が付く異常な事態の下で、参議院でも審議されています。北海道大学教職員組

合をはじめ様々な大学関係組織が、この法律の成立阻止に向け、連携を求めています。この法律の問

題点、特に本労働組合がこの成立に反対する必要がある理由は主に次の通りです。 
 
・従来の理解では「国際卓越研究大学（いわゆる「10 兆円ファンド」）」に申し込んで採択されなけ

れば設置されないこととなっていた合議体の意思決定機関が、法律が成立すれば文科省の政令一

つで強制的に設置されてしまうこと。（10兆円ファンドの「外部大型資金を得るのだから意思決

定にも外部人材を参画させる」という建前が無視され、資金を得たわけでもないのにガバナンス

体制だけが奪われる。） 

・この合議体である「運営方針会議」が設置されると、これまでは「役員会」という、曲がりなり

にもその国立大学の構成員（総長・理事ら）の合議体で審議されてきた「中期目標への意見・中

期計画の作成」「予算と決算の作成」といった重要な事項が、「委員（運営方針委員）3名以上と

学長」からなる合議体で審議・決定されてしまうこと。さらにこの合議体には「法人運営の監督」

「学長選考・監察会議に対して「学長選考に関する意見」や「学長が解任事由に該当する場合の

報告」を行う」という新たな

権限も付与されること。 

・北海道大学は理事が７名いる

ので、法律が成立すれば政令

一つで「運営方針会議」が設

置される大学に含まれてしま

い、そうなると北大の教職員

はもうこれを拒否できないこ

と。（現状ではまず「東北大、

東大、名大・岐阜大、京大、

阪大」の５大学に設置される

見通しだが、北大も法律上は

設置可能な国立大学に含ま

れる。） 
 
 
 
 
 現在、各国立大学の労働組合や関係団体が法律への反対を示しています（※１）。ま

た、個人でも、オンライン署名により法律への反対署名を行うことができます

（「change.org+国立大学法人法」でGoogle検索を）。組合員の皆様も、本法案が大学

自治の原則をより一層奪うことを防ぐ旨にご賛同いただき、ぜひ連携して運動へのご協

力をよろしくお願いいたします。                （書記長・岡坂） 

【※１】11月 25 日には国立大学協会も強い危惧を示す声明を発表しました。 
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https://www.change.org/kasegerudaigakuNO2023
https://www.janu.jp/wp/wp-content/uploads/2023/11/202311_PresidentsComment.pdf
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 2023 年 11 月 18 日（土）13 時～17 時に、今

回は北海道地区と九州地区での合同地区別単組

代表者会議がオンラインで開催されました。そ

れぞれの参加単組は次の通りでした。 

●北海道：北大、北大水産、室工大、北見工大、

旭川高専、苫小牧高専 

●九 州：九大、福岡教育、九工大、佐賀大、大

分大、宮崎大、鹿児島大、琉大病院 

 会議では毎回、まず全大教中央執行委員会か

ら貴重講演があります。基調講演１「高等教育」

では全大教が行った文科省や財務省への財政要

求や、10 年雇止め問題の他、今回は特に国立大

学法人法改正についての多くの説明がなされま

した。基調講演２「労働条件」は今年度の人事院

勧告と定年延長についてでした（北大は既にど

ちらも国基準で実施することがほぼ確定済）。 

 各組合からの報告では、タイミング的に人事

院勧告（人勧）を受けての団体交渉の話題が多く

ありました。興味深かったのは、人勧にそった賃

上げを組合が求めるなら、人勧にそった賃下げ

にどう反論すべきか、悩んでいる組合が多かっ

たことです。その他、事務職員の組合員が少ない

こと、技術職員の昇「級」問題、非常勤職員の賃

上げ等、労働組合共通の話題が出ました。 

 定年延長について、北海道大学はほぼ国と同

じ内容で実施することを昨年度の段階で既に労

使間で合意していましたが、他の組合の様子を

聞く限り、これはかなり早い合意形成であった

ようです。また、北海道大学において教員の定年

は 65 歳ですが、これは年俸制教員のみで、月給

制教員についてはまだ 63 歳です。他の組合の要

求を聞く限り、「教員全員」の定年を６５歳とす

る求めを北海道大学でも実施していく必要があ

ると感じました。 

 また他の代表者会議の資料を見る限り、在宅

勤務制度についてはかなり大学により進捗に違

いが見られました。全くやっていない大学いる

一方で、全面的にやっている大学、育児介護中の

ものを対象とする場合など、さまざまでした。教

員について月 5 日までを事後報告で良いとする

大学があったのが印象的でした。在宅勤務制度

でも、大学によっては魅力をアピールできるも

のとしているようです。（書記長・岡坂）

 

 11 月 3 日の全

体会・講演はジ

ャーナリストの

金平 茂紀さんを

講師に学術交流

会館で行われま

した。「新しい戦

前」のなかで 

～私たちは、どのように正気を保つか～をテー

マに身近な北海道における札幌、クマの出没問

題やロシアのウクライナ侵攻、そしてガザ地区

で起きている悲惨な問題などに触れながら、会

場の参加者に問いかける場面や坂本龍一さんの

映像なども紹介しながら講演されました。 

 11 月 12 日には「国民のための大学づくり」

が開かれ、国会で審議されている国立大学法人

法「改正」案について光本氏（教育学部）から

法案の内容、改正により出現する体制、強大な

権限を持つ新しくつくられる合議体＝運営方針

会議問題点、変わるガバナンスのイメージ等が

報告されました。また、北大前総長の解任と関

連性も話題となりました。聞いていて国や文部

科学省のいうことを聞く大学で、稼げる大学に

変えていこうとすることや軍事研究へ大学がの

みこまれる危険さを感じました。 

 私立大学からは入学定員と補助金問題で経営

が厳しくなっている実態等が報告されました。 

（11 月 7 日都大教主催国立大学

法人法「改正」案学習会の光本氏

講演資料）

合 同 教 育 研 究 全 道 集 会 報 告 

全大教北海道・九州地区合同単組代表者会議

(11/18)報告 

講演する金平茂紀氏 

http://univforum.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/TodaikyoWorkshop20231107.pdf
http://univforum.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/TodaikyoWorkshop20231107.pdf
http://univforum.sakura.ne.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/11/TodaikyoWorkshop20231107.pdf
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  今年 8月に、防衛装備庁は、北海道大学など

が申請していた安全保障技術研究推進制度に基

づく研究課題の採択を発表しました。北海道大

学が同制度の研究課題に採択されるのは、期間

途中で「辞退」となった 2016 年度の採択に続く

2 回目となります。これを受け、執行委員会は 11

月13日に、今回の軍事研究採択への懸念を示し、

2018 年に同制度の研究課題を「辞退」するに至

った対応と明確に異なる対応をとるに至った今

回の方針転換について、大学に対して説明を求

める声明を発表しました（組合ウェブサイトに

掲載済）。 

 11 月 16 日に、山形

定組合員（工学部班）

を講師として軍学共

同に関する組合学習

会をオンラインで開

催しました。報告内容

は、①北大における軍

学共同の今と昔、②国

策としての軍学共同、

③大学で働くものが

考えなければならな

いこと、の 3 点です。

2018 年の軍事研究

「辞退」から、北大が学内制度整備を重ねて計画

的に今回の「再開」に至っていると思われる点や、

戦前の大学も研究費削減で窮乏化した研究者が

軍事研究に動員されていくという現在との類似

性が興味深い内容でした。また、2022 年制定の

経済安全保障法の有識者会議では「軍事技術開

発への研究者の動員」という直接的な表現があ

り、従来は防衛省による個別研究者の「一本釣り」

だった軍事研究の体制が、大学を通じた組織的

な研究者の動員へと体制が大きく変化した点が

指摘されました。最後に、東京大学での議論から、

学術研究の発展は自由闊達な知の交流を通じて

達成されるものだが軍事研究はこの点で問題が

あるなど、大学が軍事研究を行うことで起きる

問題と影響が多角的に示されました（組合ウェ

ブサイトから報告

動画視聴と資料入

手が可能）。 

 報告後の質疑応

答では、北大の軍

事研究と千歳に建

設予定の半導体工

場や前総長解任問

題、国際卓越大学、

国立大学法人法改

正などとの関係性

に関するする質問

が出され、出席者で活発な議

論を行いました。 

（執行委員長 清水池義治）             
 

1 年で雇止められた A さんの雇止め撤回を求

めた裁判は、11 月 1 日に結審する予定でしたが、

裁判官が「現時点では結審することはできない、

原告が主張する障がいを理由とする雇止めに対

して被告・北大は答えていない」等を理由に被

告・北大にその点を準備書面で 12月 4 日までに

出すこと、次回は 12 月 15 日（非公開）に行う

ことになりました。  

 修了後の報告会では長野弁護士から争点につ

いて説明がありました。  

1)更新への合理的期待権があったかなかったか  

2)更新の意思表示があったかなかったか  

3)不更新の合理的理由があるかどうか→障がい

による業務上のミスを理由にした雇止めは認め

られない  

 原告からの障がいに対する合理的配慮、障が

いを理由とする雇止めの問題に対して被告北大

は仕事のミスなどを羅列するだけの主張で、原

告の主張に答えていないので再度審理に戻るこ

とになり、原告としては歓迎する方向になった

ことなどを説明しました。 

11/2 北海道新聞記事「元職員の女

性「違法に雇い止め」主張 北大側

争う姿勢」 

1 1 月 1 6 日 軍 学 共 同 学 習 会 報 告 

結審せず、被告北大からの論証を求める 
1年での雇止め撤回を求める裁判 

資料リンク 

映
像 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/934769/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/934769/
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/934769/
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/23/20231116軍学共同学習会.pdf
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/23/20231116軍学共同学習会.pdf
https://youtu.be/X7K6rSVv5fw
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郵政産業ユニオンが労働契約法 20 条（不合

理な労働条件の禁止）問題で時間制契約職員の

待遇について裁判で争っていますが、最高裁で

は 1）住居手当、2）年末年始勤務手当、3）扶

養手当、4）夏期冬期休暇の付与、5）有給の病

気休暇の付与、6）年末年始の祝日給荷ついて

支給・付与しないのは違法との判断が出され、

和解が成立しています。 

和解に含まれていない寒冷地手当の支給につ

いて裁判が継続して行われ、11 月 22日に判決

があり、「棄却」とする不当判決でした。 

主文の前段部分では「継続して雇用されるの

で支給することは不合理とはいえない」としな

がら結果的には否定し、「出すかどうかは経営

判断」と一貫しないものでした。 

亀田弁護士曰く「最悪の裁判官」とのことで

す。今後は控訴することになると思います。 

(書記局・大島)

 

 
 

北海道新聞記事 

 
【当面する行事など】     詳細は北大職組ホームページ「諸団体の行事」からご覧ください。 

11/28 「軍拡・改憲より暮らし・平和を」全国一斉講演会 18:00～道自治労会館 

12/2 2024年春闘学習討論集会 14:00～北区民センター 

12/3 第７回大学・社会を考える講演会 14:00～北大学術交流会館 

12/4 団体交渉 15:00～ 

12/8 国公労連オンライン平和学習会「戦争のない世界へ私達ができること」18:30～ 

12/9 映画「ヤジと民主主義」 シアターキノ ～22日（金） 

12/9 宮澤・レーン事件を考えるつどい 14:00～北大学術交流会館 

12/11 第 8回執行委員会 18:30～ 

12/11 北海道国公 2024春闘討論集会＆クリスマスパーティー 18:30～ 

12/13 宿舎問題労働委員会⑥ 14:30～北海道労働委員会 

12/14 北大情報不開示取り消し請求訴訟判決 13:10～ 

12/15 Ａさん雇止め取消裁判⑦ 10:30～非公開 

12/17 第 4７回全道基地問題交流集会 13:30～道民医連＆オンライン 

12/19 緊急出版記念「戦争をさせない北海道講演会」 18:00～道自治労会館 

12/25 第 9回執行委員会 18:30～ 

 

 

この裁判長は北大総長解任取消訴訟と 1年での雇止め取消訴訟も担当してお

り、良い判決が期待できない感じがします。 

組合やマスコミなどによる取り組み・盛り上がりが重要とのことでした。 

郵政産業ユニオン 20条裁判で「棄却」の不当判決 

組合員を増やし、労働条件・職場環境改善を進めましょう 

団体交渉 
12月 4日(月) 

15:00～ 

申入書 と 別紙 

 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/943971/
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/gyouji.html
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/20231125gakushu.jpg
https://www.dororen.gr.jp/post/syunto2024
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/20231203%E9%AB%98%E5%B1%B1%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A.pdf
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/20231209宮澤・レーン事件を考えるつどい.pdf
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/20231217%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%95%8F%E9%A1%8C%E4%BA%A4%E6%B5%81%E9%9B%86%E4%BC%9A.pdf
https://peace-forum.org/13757.html
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/943971/
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/20231203%E9%AB%98%E5%B1%B1%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A.pdf
https://peace-forum.org/13757.html
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/kousyou/20231006%E5%9B%A3%E4%BD%93%E4%BA%A4%E6%B8%89%E7%94%B3%E5%85%A5%E6%9B%B8%E5%88%A5%E7%B4%99.pdf
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/kousyou/20231006%E5%9B%A3%E4%BD%93%E4%BA%A4%E6%B8%89%E7%94%B3%E5%85%A5%E6%9B%B8.pdf
http://hokudai-shokuso.sakura.ne.jp/htm/gyouji/20231209宮澤・レーン事件を考えるつどい.pdf

